
◎航空法の一部を改正する法律 
（平成一七年七月六日法律第八○号）   

一、提案理由（平成一七年三月三一日・参議院国土交通委員会） 

○国務大臣（北側一雄君） ただいま議題となりました航空法の一部を改正する法律案

の提案理由につきまして御説明申し上げます。 

 我が国における航空輸送需要は、近年の東アジアの経済発展や地域間交流のニーズの

高まりを背景として、今後も増加傾向が続くことが予測されております。これに対応し

て、平成十四年の成田国際空港の暫定平行滑走路の供用開始、本年二月の中部国際空港

の開港、平成二十一年供用開始目標の羽田空港の再拡張事業といった更なる空港容量の

拡大を図る一方で、我が国の空域は既に飽和状態にあり、今後の交通量増大に対応でき

る状況にはありません。このため、空域に関する規制を抜本的に見直して、より適切な

航空交通サービスを提供することにより、限りある空域についてその安全かつ効率的な

利用を図る必要があります。 

 また、昨今の航空機においては、軽量で強度の高い新素材といった新技術の導入が進

められてきており、また国産ジェット旅客機の開発計画も進んでおります。これらに対

応して、国の検査も体制を強化するとともに、新技術への対応に重点化する必要があり

ます。このため、航空機の設計検査の一部に民間能力を活用するとともに、民間事業者

の適正な業務遂行を国が監督して安全を確保する必要があります。 

 このような趣旨から、このたび、この法律案を提案することとした次第であります。 

 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 

 第一に、新技術を活用した航行方式を導入するため、一定の高さ以上の空域において

有視界飛行方式による飛行を禁止するとともに、他の航空機との垂直方向の間隔を縮小

する方式による飛行、その他の特別な方式による航行について国土交通大臣の許可に係

らしめることとしております。 

 第二に、空域の適正な利用及び安全かつ円滑な航空交通の確保を図るため、国土交通

大臣が航空交通の管理に係る措置を講ずるものとしております。 

 第三に、航空交通の安全を確保するため、管制化されていない空港周辺を航行する航

空機に対し、他の航空機の飛行情報を入手させるといった空域に係る規制の見直しを行

うこととしております。 

 第四に、航空機の設計検査において民間能力の活用を図るため、国の認定を受けた事

業場が設計した航空機について国の検査を一部省略できることとするといった航空機検

査制度の合理化を行うこととしております。 

 第五に、安全規制に関し民間能力の活用を図る一方で国が事後チェックを適切に行う

ことができるよう、認定事業場といった安全にかかわる民間事業者に係る事後監督規定

を整備することとしております。 

 第六に、国際民間航空条約に基づく国際標準に準拠して、国際航行を行う操縦士に対



する英語能力の証明制度を導入することとしております。 

 以上がこの法律案の提案理由でございます。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 

二、参議院国土交通委員長報告（平成一七年四月六日） 

○田名部匡省君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、増加が続く航空需要とこれに伴う航空交通量の増大に対応して、空域の

安全かつ効率的な利用並びに航空機及びその航行の安全の一層の向上を図るための措置

を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、航空法改正による効果、航空機の垂直間隔短縮方式の導入と

その安全確保策、航空交通容量の拡大と横田空域返還問題、航空運送事業者に対する安

全確保の徹底等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願い

ます。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して仁比委員より本法律

案に反対する旨の意見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、衆議院国土交通委員長報告（平成一七年六月三○日） 

○橘康太郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、増加が続く航空需要とこれに伴う航空交通量の増大に対応して、空域の安全

かつ効率的な利用並びに航空機及びその航行の安全の一層の向上を図るため、所要の措

置を講じようとするもので、その主な内容は、 

 第一に、航空機間の垂直間隔縮小のため、一定の高さ以上の空域において計器飛行方

式によらない飛行を禁止すること、 

 第二に、国土交通大臣は、航空交通の管理に係る措置を、関係行政機関の長及び国内

定期航空運送事業者等と相互に協力して講ずること、 

 第三に、国の認定を受けた事業場が設計及び設計後の検査した航空機等について、耐

空証明に係る国の検査の一部を省略できることとすること 

などであります。 

 本案は、衆議院先議に係るもので、去る六月十六日に本委員会に付託され、二十八日

北側国土交通大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。翌二十九日質疑を行い、質

疑終了後、討論を行い、採決いたしました結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり

可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 



 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一七年六月二九日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを

期すべきである。 

一 近年の空港容量の拡大に伴い、今後も航空交通量の増加が見込まれることから、更

なる空域の効率的な利用を図るに当たっては、航空機の運航の安全確保に一層務める

こと。 

二 航空機の設計検査における民間能力活用については、事業場の認定基準の厳正な運

用を図るとともに、航空機の安全性が確保されるよう適切な指導・監督を行うこと。 

三 航空機間の垂直間隔短縮方式の導入に当たっては、管制官の慣熟訓練を十分実施す

るとともに、近隣諸国が同方式を速やかに導入できるよう、国際民間航空機関理事国

としての役割を果たすこと。 

四 近年における航空機事故の一部が、操縦士や管制官等の英語能力の不足に起因して

いることにかんがみ、同能力が国際標準を満たすよう実証するとともに、人的要因と

考えられる事故の防止に向け、航空運送事業者等に対し適切な指導・監督を行うこと。 

五 需給調整規制の廃止に伴い航空会社間の競争が促進される中で、地方航空路線にお

ける旅客輸送の確保、運賃の適正化等利用者利便の向上に向け、航空運送事業者等に

対し適切な指導・監督を行うこと。 

六 近年の世界情勢にかんがみ、ハイジャック・テロ等に対する保安対策に必要な措置

を引き続き講じること。 


